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１．趣旨 

経済産業省が健康経営を推進して 11年が経過し、社会の変化とともに健康経営は大小合わせて

約 2万 3千社が認定を受けるまでに普及している。少子高齢化が進み生産年齢人口が減少していく

中で、健康経営は、従業員の健康増進に寄与すると同時に、企業経営にも有益な成果をもたらすこ

とから、今後の日本経済社会の基盤として、政策的観点を踏まえた一層の普及推進が望まれてい

る。 

令和 6年 7月 26日第 5回健康・医療新産業協議会の決定により、経済産業省商務・サービスグ

ループ長の私的検討会として「健康経営推進検討会」を設置し、健康経営の持続的な発展に向け

て、有識者の意見を踏まえつつ検討を行うものとする。 

本検討会においては、健康経営の推進に必要な政策的な方向性を定め、その内容は、経済産業省

と健康経営優良法人認定事務局との官民連携企画や、同事務局が主催する基準検討委員会等を通じ

た各年度の健康経営度調査票改定など、制度の在り方や運営に随時反映していく。 

また、本検討会は、日本健康会議 健康経営・健康宣言 15万社ワーキンググループとの合同開催

とする。 

 

２．主な検討事項  

①健康経営の持続的な発展に向けた必要な施策の検討（例：健康経営の効果の可 視化と質の向 

上、新たなマーケット創出、健康経営の社会への普及・浸透など） 

②健康経営に係る各種顕彰制度の在り方に関する検討 

③健康投資を社会に促す仕組みの検討 

④健康経営に関する中長期的な方向性の検討 

⑤健康経営優良法人認定制度の運営に関する確認・助言 

⑥健康経営優良法人認定事務局が設置する基準検討委員会等との連携 等  

 

３．開催回数 

 原則、７月及び３月の年２回。ただし、必要に応じて追加開催をすることができる。 

 

４．議事の取扱い 

本検討会については、議事、配布資料及び議事要旨を原則として公表する。 

ただし、座長が特に必要と認めるときは、議事、配布資料及び議事要旨の全部又は一部を公表し

ないものとすることができる。 

 

５．事務について 

本検討会の事務は、関係部局等の協力を得て、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア

産業課において行う。 

以上 
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